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市第38号議案 

   公立大学法人横浜市立大学が保有する重要な財産の横浜 

市への納付の認可 

 公立大学法人横浜市立大学が保有する重要な財産の横浜市への納 

付について次のように認可する。 

   令和６年９月10日提出 

                 横浜市長 山 中 竹 春 

公立大学法人横浜市立大学が納付する重要な財産の表示 

 財産の 

 種 別 
所   在   地 地 目 地 積   

  出資時における  

評  価  額  

 土 地  金沢区柴町379番の３  宅 地       474.97㎡        88,439,414円 

 
 

   提 案 理 由 

公立大学法人横浜市立大学が保有する重要な財産の横浜市への納

付について認可したいので、地方独立行政法人法第42条の２第５項

の規定により提案する。 

171



市第 38 号 

 参  考  

   地 方 独 立 行 政 法 人 法 （ 抜 粋 ） 

（ 財 産 的 基 礎 ） 

第 ６ 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

４  地 方 独 立 行 政 法 人 は 、 業 務 の 見 直 し 、 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 そ の

他 の 事 由 に よ り 、 そ の 保 有 す る 重 要 な 財 産 で あ っ て 条 例 で 定 め る

も の が 将 来 に わ た り 業 務 を 確 実 に 実 施 す る 上 で 必 要 が な く な っ た

と 認 め ら れ る 場 合 に お い て 、 当 該 財 産 が 地 方 公 共 団 体 か ら の 出 資

又 は 設 立 団 体 か ら の 支 出 （ 金 銭 の 出 資 に 該 当 す る も の を 除 く 。）

に 係 る も の で あ る と き は 、 第 42 条 の ２ の 規 定 に よ り 、 当 該 財 産 （

以 下 「 出 資 等 に 係 る 不 要 財 産 」 と い う 。） を 処 分 し な け れ ば な ら

な い 。 

（ 第 ５ 項 及 び 第 ６ 項 省 略 ） 

 （ 出 資 等 に 係 る 不 要 財 産 の 納 付 等 ） 

第 42 条 の ２  地 方 独 立 行 政 法 人 は 、 出 資 等 に 係 る 不 要 財 産 に つ い て

は 、 遅 滞 な く 、 設 立 団 体 の 長 の 認 可 を 受 け て 、 こ れ を 当 該 出 資 等

に 係 る 不 要 財 産 に 係 る 地 方 公 共 団 体 （ 次 項 か ら 第 ４ 項 ま で に お い

て 「 出 資 等 団 体 」 と い う 。） に 納 付 す る も の と す る 。 

（ 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で 省 略 ） 

５  設 立 団 体 の 長 は 、 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 認 可 を し よ う 

と す る と き は 、 あ ら か じ め 、 評 価 委 員 会 の 意 見 を 聴 く と と も に 、

議 会 の 議 決 を 経 な け れ ば な ら な い 。 

（ 第 ６ 項 省 略 ） 
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